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告　　　　示

○愛媛県告示第455号
　次のとおり随意契約の相手方を決定した。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

愛媛県給与システム運用保
守業務委託　一式

愛媛県総務部総務管理
局行政経営課総務事務
管理室
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和８年４月１日

株式会社アイシーエス
代表取締役社長
法貴　敬
岩手県盛岡市松尾町17番
10号

58,524,000円 地方自治法施行令第167条の２第
１項第２号の規定による



愛 媛 県 報

303

令和８年５月22日 第713号

○愛媛県告示第456号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の規定により、次のとおり指定自
立支援医療機関を指定した。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

名　　　　　称 所　　在　　地
開　　　設　　　者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

ファーマシィ薬局今治 今治市喜田村７丁目２番
42号

株式会社アインファーマ
シーズ

札幌市白石区東札幌五条
２丁目４番30号

代表取締役
淡　路　英　広

精神通院医療（薬
局）

令和８年
５月１日

○愛媛県告示第457号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の規定により、次のとおり指定自
立支援医療機関を指定した。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名　　　　　　　　称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名　　　　　　　　称 所　　　　在　　　　地

株式会社みずき 宇和島市川内甲957－４ 代表取締役
森　川　直　樹

訪問看護ステーションみ
ずき 宇和島市川内甲957－４ 精神通院医療 令和８年

５月１日

○愛媛県告示第458号
　理容師法（昭和22年法律第234号）第11条の４第２項の規定によ
り、次のとおり講習会を指定した。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広
１　講習会の名称
　　管理理容師資格認定講習会
２　主催者
　　東京都渋谷区笹塚２－１－６　ＪＭＦビル笹塚０１（８階）
　　公益財団法人　理容師美容師試験研修センター
３　講習日
　　令和８年10月19日、10月26日、11月２日の３日間
４　講習場所
　　愛媛県松山市南堀端町２番地３　ＪＡ愛媛
　　リジェール松山
５　受講料
　　20,000円

○愛媛県告示第459号
　美容師法（昭和32年法律第163号）第12条の３第２項の規定によ
り、次のとおり講習会を指定した。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広
１　講習会の名称
　　管理美容師資格認定講習会

２　主催者
　　東京都渋谷区笹塚２－１－６　ＪＭＦビル笹塚０１（８階）
　　公益財団法人　理容師美容師試験研修センター
３　講習日
　　令和８年10月19日、10月26日、11月２日の３日間
４　講習場所
　　愛媛県松山市南堀端町２番地３　ＪＡ愛媛
　　リジェール松山
５　受講料
　　20,000円

○愛媛県告示第460号
　肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第12
条第２項の規定により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新し
た。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和14
年６月
23日

愛媛県
第1283
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

15苦土
炭酸石
灰

アルカ
リ分
� 53.0
可溶性
苦土
� 15.0

その他
の制限
事 項
は、公
定規格
のとお
り

大日本ドロマイ
ト鉱業株式会社
愛媛県西予市城
川町田穂1456番
地２

○愛媛県告示第461号
　次のとおり落札者を決定した。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広
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落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入札公告日

豚熱生ワクチン（シード）
50ドーズ　予定数量　8,340本
20ドーズ　予定数量　2,825本

愛媛県農林水産部
農業振興局畜産課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和８年５月14日
ＭＰアグロ株式会社　
松山支店
愛媛県伊予郡砥部町八
倉158－１

（50ドーズ１
本あたり）�

3,411円
（20ドーズ１
本あたり）�

1,365円

一般競争入札
［単価契約］ 令和８年３月27日

○愛媛県告示第462号
　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定によ
り、次のように保安林の指定をする。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広
１　保安林の所在場所
　　西条市丹原町川根甲360、甲371の１、甲371の２
２　指定の目的
　　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　　　川根甲360・甲371の１（以上２筆について次の図に示す部

分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以
上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係
書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

○愛媛県告示第463号
　森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定によ
り、次のように保安林の指定を解除する。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広
１　解除に係る保安林の所在場所
　　四国中央市金生町山田井乙171の７
２　保安林として指定された目的
　　土砂の流出の防備
３　解除の理由
　　指定理由の消滅

○愛媛県告示第464号
　次のとおり落札者を決定した。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入札公告日

書架等備品　一式
愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和８年４月21日
アカマツ株式会社
愛媛県松山市福音寺町
235番地の１

53,680,000円 一般競争入札 令和８年３月27日

○愛媛県告示第465号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定によ
り、松山市小栗町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退
任した旨の届出があった。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県中予地方局長　小　山　哲　司
　就　任

役員の種類 氏　　　　名 住　　　　　　　　　　所

理　事 友　澤　光　則 松山市小栗５丁目９－20

〃 澤　田　　　悟 松山市小栗３丁目４－43

〃 友　澤　佐代子 松山市小栗５丁目３－８

〃 竹　嶋　秀　明 松山市小栗２丁目４－８

〃 松　本　　　敏 松山市小栗７丁目10－39

監　事 澤　田　　　茂 松山市小栗３丁目４－40

〃 神　野　邦　彦 松山市小栗６丁目８－５

〃 八　木　和　之 松山市小栗５丁目10－12

　退　任

役員の種類 氏　　　　名 住　　　　　　　　　　所

理　事 友　澤　光　則 松山市小栗５丁目９－20

〃 澤　田　　　悟 松山市小栗３丁目４－43

〃 友　澤　佐代子 松山市小栗５丁目３－８

〃 竹　嶋　秀　明 松山市小栗２丁目４－８

〃 松　本　　　敏 松山市小栗７丁目10－39

監　事 澤　田　　　茂 松山市小栗３丁目４－40

〃 神　野　邦　彦 松山市小栗６丁目８－５

〃 青　木　博　美 松山市小栗５丁目６－15
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○愛媛県告示第466号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

許　可　番　号 許　可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取　消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－７）第17555号 令和７年
５月８日 Ｍ－ｐｌａｎｎｉｎｇ 三浦　悦典 伊予市大平甲1260－３ 令和８年

４月７日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業
解体工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－６）第15565号 令和６年
６月９日 石川建工 石川　周男 松山市三町２－２－４ 令和８年

４月13日 熱絶縁工事業 建設業の廃止

（般－８）第13374号 令和８年
４月13日 ㈱ハシダ 濱﨑　竜次 松山市溝辺町甲179－１ 令和８年

４月14日 電気工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－３）第16882号 令和３年
７月11日 ㈲章愛建設 堀内　新吾 松山市恵原町甲573－２ 令和８年

４月21日 大工工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－７）第11016号 令和７年
10月25日 ㈲愛信電設工業 阿部陽一郎 松山市東垣生町240－１ 令和８年

４月22日 電気工事業 建設業の廃止

○愛媛県告示第467号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

道路の種類 路　　線　　名 区　　　　　　　　　　間 旧・新
別

敷　地　の
幅　　　員 延　　長 備　考

県 道 柳谷美川線
上浮穴郡久万高原町西谷197番３から

同町西谷1436番１地先まで

旧
メートル キロメートル
　5.6～37.0 0.187

新 　9.0～86.6 0.173

○愛媛県告示第468号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
　その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

道路の種類 路　　線　　名 供　　　　用　　　　開　　　　始　　　　の　　　　区　　　　間 供用開始の日

県 道 柳谷美川線
上浮穴郡久万高原町西谷197番３から

同町西谷1436番１地先まで
令和８年５月22日

○愛媛県告示第469号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
　その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

道路の種類 路　　線　　名 供　　　　用　　　　開　　　　始　　　　の　　　　区　　　　間 供用開始の日

県 道 論田袋口線
喜多郡内子町立山2059番２から

同町立山2052番７まで
令和８年５月22日
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○愛媛県告示第470号
　次のとおり落札者を決定した。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入札公告日

愛媛県立学校空調設備の借入れ及び
保守管理等業務一式

愛媛県教育委員会
事務局管理部教育
総務課施設厚生室
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和８年４月１日
四電エナジーサービス
株式会社　愛媛支店
愛媛県松山市天山１丁
目２番26号

8,126,800円
（月額） 一般競争入札 令和８年２月20日

○愛媛県告示第471号
　次のとおり落札者を決定した。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入札公告日

愛媛県立高等学校空調設備の借入れ
及び保守管理等業務（ガス式）　一
式

愛媛県教育委員会
事務局管理部教育
総務課施設厚生室
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和８年４月１日
ＮＴＴ・ＴＣリース株
式会社四国支店
愛媛県松山市二番町三
丁目６番地

1,649,560円
（月額） 一般競争入札 令和８年２月20日

○愛媛県告示第472号
　次のとおり落札者を決定した。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入札公告日

交通管制センター、サブセンター等
設備保守業務委託

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

令和８年３月27日

住友電工システムソリ
ューション株式会社　
大阪支社
大阪府大阪市西区土佐
堀二丁目２番４号

61,050,000円 一般競争入札 令和８年２月13日

○愛媛県告示第473号
　次のとおり落札者を決定した。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入札公告日

運転免許証作成システムの賃貸借契
約及び運転免許証等消耗品代（１枚
当たり）の単価契約

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

令和８年５月11日

富士フイルムイメージ
ングシステムズ株式会
社
東京都品川区西五反田
三丁目６番30号

12,197,240円
（月額） 一般競争入札 令和８年３月13日

公　　　　告

○公　告
　　　登録販売者試験の実施について
　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律（昭和35年法律第145号）第36条の８第１項の規定により、令
和８年登録販売者試験を次のとおり実施する。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広
１　試験の日時
　　令和８年10月８日（木）午前10時
２　試験の場所

　　愛媛国際貿易センター　愛媛県松山市大可賀二丁目１番28号
３　受験申請書の提出期間
　　令和８年６月29日（月）から７月10日（金）まで。
　　ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受
け付ける。

４　受験申請書の提出先
　　県内居住者については住所地を管轄する保健所（松山市の区域
にあっては、中予保健所）と、県外居住者については愛媛県保健
福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。
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○公　告
　　　愛媛県立農業大学校入学試験の実施について
　令和９年度愛媛県立農業大学校入学試験を次のとおり実施する。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県知事　中　村　時　広
１　入学試験の区分
　　総合農学科及びアグリビジネス科
２　入学試験の期日
　⑴　総合農学科
　　ア　推薦入学試験
　　　　令和８年10月８日（木）　学科試験及び面接試験
　　イ　一般入学試験（１次募集）
　　　　令和９年１月21日（木）　学科試験及び面接試験
　　ウ　一般入学試験（２次募集）。ただし、１次募集で定員に満

たない場合のみ実施する。
　　　　令和９年２月26日（金）　学科試験及び面接試験
　⑵　アグリビジネス科
　　ア　入学試験（１次募集）
　　　　令和８年10月９日（金）　学科試験及び面接試験
　　イ　入学試験（２次募集）。ただし、１次募集で定員に満たな

い場合のみ実施する。
　　　　令和９年１月22日（金）　学科試験及び面接試験
　　ウ　入学試験（３次募集）。ただし、２次募集で定員に満たな

い場合のみ実施する。
　　　　令和９年２月26日（金）　学科試験及び面接試験
３　入学試験の場所
　　松山市下伊台町1553番地　愛媛県立農業大学校
４　募集人員、修業年限及び受験資格
　⑴　総合農学科

コース 修業年限 募集人員

農 産 園 芸 コ ー ス

果 樹 コ ー ス ２年 55人

畜 産 コ ー ス

受験資格

　次のいずれかに該当する者
⑴　学校教育法（昭和22年法律第26号）による高等学校又は
中等教育学校を卒業した者（令和９年３月に卒業見込みの
者を含む。）

⑵　⑴に掲げる者のほか、知事がこれらの者と同等以上の学
力を有すると認めた者

　⑵　アグリビジネス科

コース 修業年限 募集人員

農業経営者養成コース １年 ５人

受験資格

　次のいずれかに該当する者
⑴　学校教育法による大学を卒業した者（令和９年３月に卒
業見込みの者を含む。）又は同法による専門職大学の前期
課程を修了した者（令和９年３月に修了見込みの者を含
む。）

⑵　学校教育法による高等専門学校を卒業した者（令和９年
３月に卒業見込みの者を含む。）

⑶　学校教育法による専修学校の専門課程（修業年限が２年
以上のものに限る。）を修了した者（令和９年３月に修了
見込みの者を含む。）

⑷　学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した
者であって２年以上の就業経験を有するもの

⑸　都道府県立農業者研修教育施設養成部門（農林水産大臣
と協議して設置されたものに限る。）を卒業した者（令和
９年３月に卒業見込みの者を含む。）

⑹　⑴ から⑸までに掲げる者のほか、知事がこれらの者と
同等以上の能力を有すると認めた者

５　学科試験科目
　⑴　総合農学科
　　ア　推薦入学試験
　　　　小論文及び一般常識
　　イ　一般入学試験（１次募集）
　　　　国語（古典及び古典講読を除く。）及び一般教養（数学及

び理科）
　　ウ　一般入学試験（２次募集）（実施する場合）
　　　　国語（古典及び古典講読を除く。）及び一般教養（数学及

び理科）
　⑵　アグリビジネス科
　　ア　入学試験（１次募集）
　　　　小論文
　　イ　入学試験（２次募集、３次募集）（実施する場合）
　　　　小論文
６　入学願書受付期間
　⑴　総合農学科
　　ア　推薦入学試験
　　　　令和８年８月31日（月）から９月18日（金）まで
　　イ　一般入学試験（１次募集）
　　　　令和８年12月１日（火）から12月21日（月）まで
　　ウ　一般入学試験（２次募集）（実施する場合）
　　　　令和９年１月29日（金）から２月12日（金）まで
　⑵　アグリビジネス科
　　ア　入学試験（１次募集）
　　　　令和８年６月22日（月）から８月31日（月）まで
　　イ　入学試験（２次募集）（実施する場合）
　　　　令和８年11月２日（月）から12月４日（金）まで
　　ウ　入学試験（３次募集）（実施する場合）
　　　　令和９年１月29日（金）から２月12日（金）まで
　⑶　郵送による場合は、総合農学科及びアグリビジネス科とも当

該受付期間の締切日までの消印があるものは、受け付ける。
７　受験手続
　　入学願書に次に掲げる書類等を添えて愛媛県立農業大学校長に
提出すること。

　⑴　総合農学科への入学を希望する者にあっては最終学校の調査
書又は卒業証明書及び成績証明書、アグリビジネス科への入学
を希望する者にあっては最終学校の卒業証明書若しくは卒業見
込証明書又は修了証明書若しくは修了見込証明書及び成績証明
書

　⑵　総合農学科への推薦入学を希望する者にあっては、出身高等
学校又は出身中等教育学校の長の推薦書

　⑶　入学選考料として2,200円の愛媛県収入証紙
８　その他入学試験の詳細については、愛媛県立農業大学校に問い
合わせること。
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選挙管理委員会告示

○愛媛県選挙管理委員会告示第38号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県選挙管理委員会委員長　三　好　賢　治
１　その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）
　国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

宮内まさたかを応援する会 宮　内　雄　基 宮　内　雄　基 松山市山西町146－１ 令和８年４月３日

西条を元気にする会 越　智　千代美 越　智　千代美 西条市丹原町願連寺167－５ 令和８年４月21日

日本栄養士連盟愛媛県支部 藤　田　正　隆 藤　田　正　隆 松山市三番町四丁目３－９ 令和８年４月28日

西条を良くする会 数　野　美佐子 数　野　美佐子 西条市喜多川189－10 令和８年４月30日

○愛媛県選挙管理委員会告示第39号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県選挙管理委員会委員長　三　好　賢　治	
１　政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異 動 年 月 日

自由民主党愛媛県生活衛
生営業支部 大　森　利　夫 会 計 責 任 者 近　藤　正　泰 大　原　理　延 令和７年５月12日

自由民主党愛媛県トラッ
ク支部 御手洗　　　安 会 計 責 任 者 西　原　直　樹 板　倉　友　弘 令和７年６月４日

国民民主党愛媛県総支部
連合会 石　井　智　恵 主たる事務所の所在地 松山市味酒町三丁目２－５ 松山市味酒町三丁目９ 令和８年４月１日

２　その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異 動 年 月 日

大西ゆきえ後援会 大　西　幸　江 会 計 責 任 者 大　西　幸　江 東　　　秀　彦 令和７年４月20日

髙橋誠後援会 髙　橋　　　誠 主たる事務所の所在地 四国中央市上柏町274－２ 四国中央市三島中央四丁目10
－14 令和７年５月１日

愛媛県電気工事工業組合
政治連盟 小　関　真　博 代 表 者 小　関　真　博 木　村　泰　浩 令和７年５月30日

会 計 責 任 者 小　関　真　博 木　村　泰　浩

愛媛県トラック運送事業
政治連盟 御手洗　　　安 会 計 責 任 者 西　原　直　樹 板　倉　友　弘 令和７年６月４日

国本健広後援会 國　本　健　広 主たる事務所の所在地 松山市祝谷二丁目13－８－２ 松山市祝谷二丁目12－35 令和７年７月22日

愛媛県商工連盟連合会四
国中央支部 井　川　髙　幸 代 表 者 井　川　髙　幸 井　上　治　郎 令和７年11月１日

愛媛県商工連盟連合会松
山支部 守　谷　みどり 代 表 者 守　谷　みどり 髙　橋　祐　二 令和７年11月４日

会 計 責 任 者 中　矢　　　斉 福　井　琴　樹
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愛媛県商工連盟連合会 星　加　隆　夫 代 表 者 星　加　隆　夫 髙　橋　祐　二 令和７年11月17日

会 計 責 任 者 中　矢　　　斉 福　井　琴　樹

永易ひでき後援会 永　易　英　寿 会 計 責 任 者 永　易　英　寿 生　島　順　二 令和７年12月１日

平田秀夫後援会 矢　野　　　忠 会 計 責 任 者 平　田　誠　一 平　田　　　浩 令和７年12月１日

全国小売酒販政治連盟愛
媛県支部 佐　伯　和　洋 代 表 者 佐　伯　和　洋 忽　那　秀　亮 令和８年３月26日

会 計 責 任 者 佐　伯　和　洋 忽　那　秀　亮

合田晋一郎後援会 合 田　晋一郎 会 計 責 任 者 合　田　晋一郎 堀　　　勲　男 令和８年４月１日

○愛媛県選挙管理委員会告示第40号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定に
より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。
　　令和８年５月22日
　　　　　　　　　　　　愛媛県選挙管理委員会
� 委員長　三　好　賢　治
１　政党の支部

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

立憲民主党愛媛県第２区総支部 矢　野　尚　良 令和８年３月31日

自由民主党愛媛県四国中央市第四支
部 宇　髙　英　治 令和８年４月21日

２　その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

中野泰誠後援会 須　田　哲　也 令和８年３月31日

みしょう秀樹後援会 御　荘　秀　樹 令和８年３月31日

森岡健治後援会 谷　口　出　世 令和８年３月31日

○愛媛県選挙管理委員会告示第41号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定により、次のとおり同項第３号の規定による資金管理団体の届出事項の異
動の届出があった。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県選挙管理委員会委員長　三　好　賢　治

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

資金管理団体の名称 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

國　本　健　広 国本健広後援会 主たる事務所の所在地 松山市祝谷二丁目13－８－２ 松山市祝谷二丁目12－35 令和７年７月22日

○愛媛県選挙管理委員会告示第42号
　政政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定
により、次のとおり同項第２号の規定による資金管理団体でなくな
った旨の届出があった。
　　令和８年５月22日
　　　　　　　　　　　　愛媛県選挙管理委員会
� 委員長　三　好　賢　治

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

資金管理団体の名称 資金管理団体でな
くなった年月日

御　荘　秀　樹 み し ょ う 秀 樹 後 援 会 令和８年３月31日

○愛媛県選挙管理委員会告示第43号
　次の政治団体は、政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第２項の規定により、平成30年４月３日以後、政治活動（選挙運動を
含む。）のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となったので、同条第３項の規定に基づき告示する。
　　令和８年５月22日
� 愛媛県選挙管理委員会委員長　三　好　賢　治
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令和８年５月22日　発行

雑　　　　報

○公　告
　　　環境影響評価準備書の縦覧及び説明会の開催について
　愛媛県環境影響評価条例（平成11年愛媛県条例第１号）第41条第
１項及び愛媛県環境影響評価条例施行規則（平成11年愛媛県規則第
27号）第52条の規定により読み替えて適用される（以下、本公告
において同条例の各規定を読み替えて適用する。）同条例第13条
第１項の規定により、次の対象事業に係る環境影響評価準備書（以
下「準備書」という。）を作成したので、同条例第15条の規定によ
り、次のとおり公告し、準備書を縦覧に供します。
　また、同条例第16条第１項の規定により、準備書の説明会を開催
するので、同条第２項において準用する同条例第７条の２第２項の
規定により、併せて公告します。
　なお、この準備書について、環境の保全の見地からの意見を書面
により提出することができます。
　　令和８年５月22日
� 松山市長　野　志　克　仁
１　都市計画決定権者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所
在地
　⑴　都市計画決定権者の名称　松山市
　⑵　代表者の氏名　　　　　　松山市長　野志　克仁
　⑶　主たる事務所の所在地　　愛媛県松山市二番町四丁目７番地

２（松山市役所）
２　対象事業の名称、種類及び規模
　⑴　名　　称　松山市新南クリーンセンター整備事業
　⑵　種　　類　ごみ処理施設の設置の事業
　⑶　規　　模　１日あたりの処理能力　80トン×２炉
３　対象事業が実施されるべき区域
　　愛媛県松山市市坪西町1000番地１
４　関係地域の範囲
　　愛媛県松山市及び伊予郡松前町
５　準備書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間
　⑴　縦覧場所
　　　愛媛県庁環境・ゼロカーボン推進課（愛媛県松山市一番町四

丁目４番地２　第二別館５階）
　　　松山市役所清掃施設課（愛媛県松山市二番町四丁目７番地２

　別館４階）
　　　松山市南クリーンセンター（愛媛県松山市市坪西町1000番地

１　管理棟２階）
　　　松前町役場町民課（愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地　

庁舎１階）
　⑵　縦覧期間
　　　令和８年５月22日（金）から令和８年６月22日（月）まで

（土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定する
休日及び閉庁日は除く。）

　⑶　縦覧時間
　　　８時30分から17時00分まで

　　　なお、準備書の電子版は松山市ホームページ（https://www
.city.matsuyama.ehime.jp/shisetsu/kankyo/CleanCenter/
shinminami_cc.html）において、令和８年５月22日（金）から
閲覧いただけます。

６　準備書についての意見書の提出期限及び提出先並びにその他意
見書の提出に必要な事項

　⑴　提出期限　令和８年７月７日（火）まで　
　⑵　提 出 先　〒790-8571　愛媛県松山市二番町四丁目７番地２
　　　　　　　　松山市役所清掃施設課
　　　　　　　　電話：089-948-6901
　　　　　　　　Mail：seisousisetu＠city.matsuyama.ehime.jp
　⑶　提出方法　郵送（当日消印有効）、電子メール又は縦覧場所

に設置された意見書箱への投函による
　⑷　意見書に記載すべき事項
　　ア　意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他

の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務
所の所在地）

　　イ　意見書の提出の対象である準備書に記載された対象事業の
名称

　　ウ　準備書についての環境の保全の見地からの意見（日本語に
より、意見の理由を含めて記載すること。）

７　準備書説明会の開催を予定する日時及び場所
　⑴　日時　令和８年６月７日（日）10時～11時
　　　　　　令和８年６月８日（月）19時～20時
　　　場所　松山市南クリーンセンター　管理棟３階大会議室
　　　　　　（愛媛県松山市市坪西町1000番地１）
　⑵　日時　令和８年６月７日（日）14時～15時
　　　　　　令和８年６月９日（火）19時～20時
　　　場所　松前総合文化センター　３階視聴覚学習室
　　　　　　（愛媛県伊予郡松前町筒井633）

正　　　　誤

○正　誤
　令和８年４月28日付け第706号愛媛県告示第378号（土地改良区役
員の就退任の届出）中

ページ 箇　　所 誤 正

257 退任の表

理事
蟹　江　輝　夫
東温市田窪1617番地

理事
竹　本　　　勇
東温市田窪1590番地

理事
池　田　正　司
松山市三町３丁目５－６

理事
小　野　政　廣
東温市田窪374番地

理事
山　内　　　要
東温市田窪1409番地５

理事
渡　部　広　志
東温市田窪1675番地

理事
髙須賀　宣　子
東温市田窪1325番地

理事
宇都宮　美　恵
東温市田窪1399番地１

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
代 表 者 会 計 責 任 者

日本栄養士連盟愛媛県支部 藤　田　正　隆 藤　田　正　隆 松山市三番町四丁目３－９




